
管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
の
表
財
務
課
長
の
項
下
欄
の
欄
中
「
主
幹
」
を
「
副
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
八
条
第
四
号
中
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
」
を
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会
社
」
に

改
め
る
。 

 

第
百
四
十
条
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                      

支

出

命

令 

支
出
負
担
行
為 

行

為

の

種

類 

経
営
企
画
部
長 

地
域
機
関
に
お
い
て
第
八

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
専
決
を
行
う
者 

所 
 

長 

本
庁
に
お
い
て
第
八
条 

の
四
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
専
決
を
行
う
者 

課 
 

長 

部 
 

長 

局 
 

長 

管 

理 

者 

行
為
を
行
う
者 

総
務
課
長 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
課
長
又
は
所
長 

部
長
及
び
課
長
又
は
所
長 

局
長
及
び
部
長 

補
助
す
る
者 
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第
百
四
十
七
条
の
三
中
「
財
務
課
長
」
を
「
財
務
課
長
を
経
て
経
営
企
画
部
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
中 

「 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

を 「 

    

支

 

出 

支
出
負
担
行
為 

に
関
す
る
確
認 

支

出

命

令 
本
庁
の
企
業
出
納
員 

本
庁
の
企
業
出
納
員 

地
域
機
関
に
お
い
て
第
八

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
専
決
を
行
う
者 

所 
 

長 

本
庁
に
お
い
て
第
八
条 

の
四
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
専
決
を
行
う
者 

総
務
課
長 

財
務
課
の
副
課
長
、
所
管
の
主
幹
及
び
主
査 

財
務
課
の
副
課
長
、
所
管
の
主
幹
及
び
主
査 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期

前
受

金
 

受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期

前
受

金
 

収
益
化
累
計
額

 

 

 
 

 
償
却
資
産
の
贈
与
を
受
け

た
財
産
の
評
価
額

 

受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期

前
受

金
 

受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期

前
受

金
 

収
益
化
累
計
額

 

 

 
 

 
償
却
資
産
の
贈
与
を
受
け

た
財
産
の
評
価
額
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」 

に
、 

「 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

を 「 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
十
五
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

収
益
化
累
計
額

 

国
庫

補
助

金
 

長
期

前
受

金
 

国
庫

補
助

金
 

長
期

前
受

金
 

収
益
化
累
計
額

 

 

 
 

 
 償
却
資
産
の
取
得
又
は
改

良
に
充
て
た
国
庫
補
助
金

 

 
 

 
受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期
前
受
金
戻
入

 

 

 
 

 
受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期
前
受
金
戻
入

 

国
庫

補
助

金
 

長
期
前
受
金
戻
入

 

 

、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
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